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(57)【要約】
【課題】作業員の高所作業を軽減し、コスト削減および
工期短縮を図ること。
【解決手段】周壁１２で囲まれた床面Ｆの中央位置から
鉛直方向上方に塔体１８を構築する。塔体１８が、構築
すべき高さの中間の高さまで構築されたならば、周壁１
２の内側の床面Ｆ上で、塔体１８を挿通させる中央部分
を除いた屋根構造体１４を内周部側から外周部側に向け
て段階的に構築すると共に、段階的に構築される毎に構
築された屋根構造体１４の部分を昇降装置１６により塔
体１８に沿って上昇させていく。やがて、屋根構造体１
４が完成されたならば、昇降装置１６により屋根構造体
１４を設置すべき箇所に上昇させ、屋根構造体１４の周
囲を周壁１２の上端フランジ１２０２に接合する。次に
、塔体１８を解体撤去しつつ屋根構造体１４の中央部分
を構築する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面の周囲から起立する周壁の上端で囲まれた開口を閉塞するドーム状の屋根構造体を
構築する構築工法であって、
　前記床面の中央位置から設置すべき屋根構造体の中央部分より高い高さまで鉛直方向上
方に塔体を構築する塔体構築工程と、
　前記周壁の内側の床面上で、前記塔体を挿通させる中央部分を除いた前記屋根構造体を
内周部側から外周部側に向けて段階的に構築すると共に前記段階的に構築毎に構築された
前記屋根構造体の部分を昇降装置により前記塔体に沿って上昇させていく屋根構造体構築
工程と、
　前記中央部分を除いた前記屋根構造体を構築したならば、前記昇降装置により前記塔体
に沿って前記屋根構造体を上昇させ、前記屋根構造体の外周を前記周壁の上端よりも上方
に上昇させる上昇工程と、
　前記屋根構造体の外周または前記周壁の上端の少なくとも一方に接合部材を取り付ける
接合部材取り付け工程と、
　前記屋根構造体を前記昇降装置により下降させ、前記接合部材を介して前記屋根構造体
の周囲を前記周壁の上端に接合する接合工程と、
　前記屋根構造体の前記中央部分から突出する前記塔体の部分を解体撤去し、前記中央部
分の下方に残した前記塔体部分上で前記中央部分を構築する中央部分構築工程と、
　前記中央部分の下方に残した前記塔体部分を解体撤去する塔体撤去工程と、
　を含むことを特徴とするドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項２】
　前記塔体構築工程では、前記塔体が、構築すべき高さの中間の高さまで構築され、
　前記塔体は、前記屋根構造体構築工程が行なわれている間に前記所定の高さよりも高い
予め定められた高さまで構築される、
　ことを特徴とする請求項１記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項３】
　前記昇降装置は、前記塔体の周囲に沿って作業員が移動できる大きさの環板状のステー
ジと、前記塔体に係脱可能に結合する上下のチャックおよびそれら上下のチャックの間隔
を伸縮するシリンダとを有するジャッキ機構と、構築された前記屋根構造体の周方向に間
隔をおいた複数箇所と前記ステージとを連結する複数のワイヤとを含んで構成されている
、
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項４】
　前記屋根構造体構築工程において前記中央部分を除いた前記屋根構造体を構築した際に
、前記ステージから手の届く範囲に各前記ワイヤ毎に前記ワイヤの長さ調整機構を設けて
おき、
　前記上昇工程において前記屋根構造体が前記周壁の上端を通過する際に、前記ステージ
上において作業員により、前記長さ調整機構を介して前記各ワイヤの長さが調整され、前
記屋根構造体を水平にする前記屋根構造体の姿勢調整作業が行われる、
　ことを特徴とする請求項３記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項５】
　前記屋根構造体構築工程における前記段階的に構築毎に構築された前記屋根構造体の部
分の上昇は、段階的に構築された状態の前記屋根構造体の外周部の周方向に間隔をおいた
複数箇所と前記ステージとを連結する前記複数のワイヤを介して行われる、
　ことを特徴とする請求項３または４記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項６】
　前記屋根構造体は、骨組みと、前記骨組みに貼り付けられる板材とを含んで構成され、
　前記中央部分は、前記屋根構造体構築工程で組まれた前記骨組みの内側の開口であり、
　前記中央部分構築工程では、前記骨組みの内側の開口に前記板材を貼り付ける作業のみ



(3) JP 2017-166323 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

が行なわれる、
　ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項７】
　前記塔体は、その内部で作業員が上下に行き来できる大きさで形成され、内部には作業
員が上下に行き来する昇降手段が設けられている、
　ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項８】
　前記周壁の上部で周方向に間隔をおいた複数箇所と、前記塔体の上端とは、ワイヤで連
結される、
　ことを特徴とする請求項１～７の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドーム状の屋根構造体の構築工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、床面の周囲から起立する周壁の上端で囲まれた開口を閉塞するように、ドーム状
の屋根構造体を構築するにあたっては、周壁の内側の床面上に屋根構造体の全域に対応す
る多数の足場を設置し、作業員が足場上で高所作業を行なう必要がある。
　そのため、作業員に負担の掛かる高所作業が大半を占め、また、足場を構成する資材を
要すると共に、足場の設置作業に手間を要する不利がある。
　そこで、一部の足場を移動可能とすることで足場を減らすことが提案されている（特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－１９３１４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術でも、作業員の高所作業を削減することができず、また、
足場の大半は省くことができないため、コスト削減および工期短縮を図る上で改善の余地
があった。
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、作業員の高所作業を大
幅に削減する上で有利で、コスト削減および工期短縮を図る上でも有利なドーム状の屋根
構造体の構築工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、床面の周囲から起立する周壁の上端で囲まれた開口を閉塞するドーム状の屋
根構造体を構築する構築工法であって、前記床面の中央位置から設置すべき屋根構造体の
中央部分より高い高さまで鉛直方向上方に塔体を構築する塔体構築工程と、前記周壁の内
側の床面上で、前記塔体を挿通させる中央部分を除いた前記屋根構造体を内周部側から外
周部側に向けて段階的に構築すると共に前記段階的に構築毎に構築された前記屋根構造体
の部分を昇降装置により前記塔体に沿って上昇させていく屋根構造体構築工程と、前記中
央部分を除いた前記屋根構造体を構築したならば、前記昇降装置により前記塔体に沿って
前記屋根構造体を上昇させ、前記屋根構造体の外周を前記周壁の上端よりも上方に上昇さ
せる上昇工程と、前記屋根構造体の外周または前記周壁の上端の少なくとも一方に接合部
材を取り付ける接合部材取り付け工程と、前記屋根構造体を前記昇降装置により下降させ
、前記接合部材を介して前記屋根構造体の周囲を前記周壁の上端に接合する接合工程と、
前記屋根構造体の前記中央部分から突出する前記塔体の部分を解体撤去し、前記中央部分
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の下方に残した前記塔体部分上で前記中央部分を構築する中央部分構築工程と、前記中央
部分の下方に残した前記塔体部分を解体撤去する塔体撤去工程とを含むことを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、中央部分を除いた全ての屋根構造体部分を床面上で構築するため、作
業員に負担がかかる高所作業を大幅に削減する上で有利となる。
　また、中央部分を除いた全ての屋根構造体部分を床面上で構築するため、屋根構造体に
対応した高さ、大きさの足場が不要となり、コスト削減および工期短縮を図る上で有利と
なる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体の構築工法において塔体を途中まで構築
した説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢＢ線断面図を示す。
【図２】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体の構築工法において屋根構造体のうち第
１の環状部分を構築した段階を示す説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ
Ｂ線断面図を示す。
【図３】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体の構築工法において屋根構造体のうち第
２の環状部分を構築した段階を示す説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ
Ｂ線断面図を示す。
【図４】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体の構築工法において屋根構造体をさらに
構築した段階を示す説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢＢ線断面図を示
す。
【図５】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体の構築工法において中央部分を除く屋根
構造体の全てを構築した段階を示す説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ
Ｂ線断面図を示す。
【図６】中央部分を除く屋根構造体を周壁の上端近傍に上昇させた状態の説明図であり、
（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢＢ線断面図を示す。
【図７】中央部分を除く屋根構造体を周壁の上端よりも上昇させ屋根構造体の外周に接合
部材を取り付けた状態の説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢＢ線断面図
を示す。
【図８】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体を周壁の上端に接合した状態の説明図で
あり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢＢ線断面図を示す。
【図９】実施の形態に係るドーム状の屋根構造体の周壁への設置が完了し農業用水用タン
クが完成した状態を示す説明図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢＢ線断面図
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。
　図９（Ａ）、（Ｂ）に示すように、農業用水用タンク１０のドーム状の屋根構造体の構
築に本発明が適用されている。
　農業用水用タンク１０は、床面Ｆの周囲から起立する筒状の周壁１２と、その周壁１２
の上端フランジ１２０２で囲まれた開口を閉塞するドーム状の屋根構造体１４とを含んで
構成されている。
　床面Ｆは地盤Ｇ上に設けられ、コンクリート製であり遮水構造とされている。
　周壁１２は、従来公知の様々な構築方法により水密に構築され、例えば、円弧板状の金
属製の板材が溶着されることで、あるいは、円弧板状の鉄筋コンクリート製の板材が接合
されることで構成されている。
【０００９】
　なお、本実施の形態では、農業用水用タンク１０のドーム状の屋根構造体１４に本発明
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が適用されているため、周壁１２は円形の筒状を呈しているが、周壁１２は、矩形の筒状
や多角形の筒状であってもよく、あるいは、構造物によっては、周壁１２は、柱のみによ
り構築される場合もあり、それらの場合にも本発明は適用される。
　ドーム状の屋根構造体１４は、従来公知の様々な部材により組み付けられ多数の開口を
有する骨組み１４０２と、骨組み１４０２の開口に貼り付けられる従来公知の様々な部材
からなる板材１４０４とを含んで構成されている。
　本実施の形態では、骨組み１４０２と板材１４０４は、共にアルミ合金製であり、軽量
化が図られている。
【００１０】
　農業用水用タンク１０は、まず、床面Ｆと周壁１２が構築され、その後、本発明により
ドーム状の屋根構造体１４が構築される。
　図２～図７に示すように、本発明では、昇降装置１６が用いられるので、まず、昇降装
置１６から説明する。
　昇降装置１６は、ステージ１６０２と、ジャッキ機構１６０４と、ワイヤ１６０６とを
含んで構成されている。
　ステージ１６０２は、塔体１８の周囲に沿って延在し作業員が塔体１８の周囲を移動で
きる大きさの環板状を呈している。ステージ１６０２は、例えば、塔体１８の平面視形状
に対応した多角形（正六角形）の枠状に組まれたＨ型鋼と、そのＨ形鋼の上下に取着され
た足場用の板とで構成され、本実施の形態では鋼製架台として構成されている。
　ジャッキ機構１６０４は、ステージ１６０２の周方向に間隔をおいた複数箇所にそれぞ
れ設けられている。
　ジャッキ機構１６０４は、塔体１８を構成する鋼管からなる反力ロッド１８０２（図１
（Ｂ）、図２（Ｂ）に係脱可能に結合する油圧式の上下のチャック機構と、上下方向に延
在しそれら上下のチャック機構を連結する油圧式のシリンダとで構成されている。
　ジャッキ機構１６０４は、例えば、ステージ１６０２の下方に配設され、上チャック機
構とステージ１６０２の下面とが上下方向に一体に移動できるように連結されている。
　ワイヤ１６０６は、構築された屋根構造体１４の外周部の周方向に間隔をおいた複数箇
所とステージ１６０２とを連結している。
【００１１】
　昇降装置１６の上昇は、例えば、上チャック機構による反力ロッド１８０２の結合を解
除し、下チャック機構を反力ロッド１８０２に結合させた状態で、シリンダを伸長してス
テージ１６０２を上昇させる。次に、下チャック機構による反力ロッド１８０２の結合を
解除し、上チャック機構を反力ロッド１８０２に結合させた状態で、シリンダを縮小して
下チャック機構を上昇させる。次に、上チャック機構による反力ロッド１８０２の結合を
解除し、下チャック機構を反力ロッド１８０２に結合させた状態で、シリンダを伸長して
ステージ１６０２を上昇させる。このような動作を繰り返して行なうことで昇降装置１６
の上昇がなされる。
　また、昇降装置１６の下降は、例えば、上チャック機構による反力ロッド１８０２の結
合を解除し、下チャック機構を反力ロッド１８０２に結合させた状態で、シリンダを縮小
してステージ１６０２を下降させる。次に、下チャック機構による反力ロッド１８０２の
結合を解除し、上チャック機構を反力ロッド１８０２に結合させた状態で、シリンダを伸
長して下チャック機構を下降させる。次に、上チャック機構による反力ロッド１８０２の
結合を解除し、下チャック機構を反力ロッド１８０２に結合させた状態で、シリンダを縮
小してステージ１６０２を下降させる。このような動作を繰り返して行なうことで昇降装
置１６の下降がなされる。
　ステージ１６０２は、ワイヤ１６０６を介して屋根構造体１４に連結されているため、
ステージ１６０２の昇降と一体に屋根構造体１４も昇降する。
【００１２】
　なお、昇降装置１６として、上下のステージや結合手段、ジャッキ機構を用いた特許第
３３１７５２８号や特許第３５６１７５８号などの従来公知の様々な昇降装置が採用可能
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である。
　また、ジャッキ機構１６０４を用いずに、昇降装置１６を、塔体１８の上端に配置した
滑車と、床面Ｆに配置したウインチと、前記滑車を介してステージ１６０２と前記ウイン
チとに架け渡されたワイヤとにより構成することも可能である。
　さらに、ジャッキ機構１６０４を用いずに、昇降装置１６を、塔体１８頂部に固定した
巻き上げ装置と、下端がステージ１６０２に連結され前記巻き上げ装置により巻き上げら
れ繰り出されるワイヤとにより構成することも可能である。
　しかしながら、実施の形態のようにステージ１６０２やジャッキ機構１６０４を用いて
昇降装置１６を構成すると、昇降装置１６が塔体１８の限られた上下方向の領域に位置し
、しかもその領域は塔体１８に沿って移動するため、滑車、ウィンチ、ワイヤを用いた昇
降装置に比べ、床面Ｆおよび塔体１８の周辺に場所を取ることなく昇降装置１６を配設で
きる。
　そのため、床面Ｆ上に、また、塔体１８の外側、内側に広い空間を確保する上で有利と
なり、ステージ１６０２上から、あるいは、塔体１８の内部から各種の作業を効率良く行
なう上で有利となる。
【００１３】
　次に本発明の各工程について説明する。
［塔体構築工程］
　ドーム状の屋根構造体１４を構築するに際して、まず、塔体構築工程が行われる。
　図１（Ａ）、（Ｂ）に示すように、塔体構築工程では、周壁１２で囲まれた床面Ｆの中
央位置から鉛直方向上方に塔体１８を構築する。
　塔体１８は、平面視、多角形を呈し、図１（Ｂ）、図２（Ｂ）、図６（Ｂ）、図７（Ｂ
）に示すように、上下に延在する複数の反力ロッド１８０２と、それら反力ロッド１８０
２を連結する座屈防止材１８０４とを含んで構成されている。なお、塔体１８の平面視形
状は多角形に限らず任意である。
　塔体１８は、その内部で作業員が上下に行き来できる大きさで形成され、内部には不図
示の階段などの昇降手段が適宜設けられ、塔体１８の解体時に、その解体作業が内部から
行なえるように図られている。すなわち、図８に示すように、屋根構造体１４の周囲を周
壁１２の上端フランジ１２０２に接合する接合工程後に、屋根構造体１４から上方に突出
した塔体１８の部分の解体を、何ら足場を設けることなく塔体１８の内部から行なえ、ま
た、周壁１２に設置され完成した屋根構造体１４の下方において、屋根構造体１４の下方
に残った塔体１８の部分の解体を、何ら足場を設けることなく塔体１８の内部から行なえ
るようにし、塔体の解体作業の効率化が図られている。
【００１４】
　塔体１８は、図６（Ｂ）、図７（Ｂ）に示すように、最終的には、完成した農業用水用
タンク１０の屋根構造体１４よりも大きい高さで構築される。
　本実施の形態では、塔体構築工程では、塔体１８が、構築すべき高さの中間の高さまで
構築され、塔体１８は、後述する屋根構造体構築工程が行なわれている間に構築すべき高
さまで構築される。
　また、図５（Ｂ）、図６（Ｂ）、図７（Ｂ）に示すように、塔体１８が予め定められた
高さまで構築された段階で、必要に応じて塔体１８の上端の周方向に間隔をおいた複数箇
所がワイヤ（支線）２０を介して周壁１２の上端フランジ１２０２の箇所に連結され、こ
れにより塔体１８の安定化、すなわち、構築途中の屋根構造体１４の支持構造の安定化が
図られている。
【００１５】
［屋根構造体構築工程］
　図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、塔体１８が、構築すべき高さの中間の高さまで構築
されたならば、屋根構造体構築工程が行われる。
　屋根構造体構築工程では、周壁１２の内側の床面Ｆ上で、塔体１８を挿通させる中央部
分を除いた屋根構造体１４を内周部側から外周部側に向けて段階的に構築されると共に、
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段階的に構築される毎に構築された屋根構造体１４の部分を昇降装置１６により塔体１８
に沿って上昇させていくことが行なわれる。
　屋根構造体１４は、骨組み１４０２と、骨組み１４０２に貼り付けられる板材１４０４
とを含んで構成され、中央部分は、屋根構造体構築工程で組まれた骨組み１４０２の内側
の開口１４１０である。
【００１６】
　詳細には、図２（Ｂ）に示すように、床面Ｆ上で塔体１８の周囲において屋根構造体１
４の最も内周部側に位置する第１の環状部分１４－１が構築される。
　この場合、塔体１８に昇降装置１６が組み付けられ、第１の環状部分１４－１の外周の
周方向に間隔をおいた複数箇所と、昇降装置１６のステージ１６０２とがワイヤ１６０６
により連結される。
　そして、昇降装置１６により第１の環状部分１４－１が予め決められた高さに上昇され
る。ここで、予め決められた高さとは、次に構築する第２の環状部分１４－２を、床面Ｆ
上で構築できる高さである。
【００１７】
　次に、図３（Ａ）、（Ｂ）に示すように、床面Ｆ上で塔体１８の周囲において第１の環
状部分１４－１の外側に第２の環状部分１４－２が構築される。
　この場合、第２の環状部分１４－２の外周の周方向に間隔をおいた複数箇所と、昇降装
置１６のステージ１６０２とがワイヤ１６０６により連結され、第１の環状部分１４－１
の外周と昇降装置１６のステージ１６０２とを連結するワイヤ１６０６が切り離される。
　図３（Ａ）、図４（Ａ）、図５（Ａ）、図６（Ａ）、図７（Ａ）において黒丸は、構築
された屋根構造体１４の部分とワイヤ１６０６との連結箇所を示している。
　そして、昇降装置１６により第２の環状部分１４－２が予め決められた高さに上昇され
、これにより第１の環状部分１４－１と第２の環状部分１４－２とが共に上昇される。
　このように屋根構造体構築工程における段階的に構築毎に構築された屋根構造体１４の
部分の上昇は、最も外側に構築された屋根構造体１４の部分とステージ１６０２とを連結
するワイヤ１６０６を介して行われる。
　このようにして屋根構造体構築工程では、図４（Ａ）、（Ｂ）、図５（Ａ）、（Ｂ）に
示すように、屋根構造体１４を内周部側から外周部側に向けて段階的に構築しては昇降装
置１６により塔体１８に沿って上昇させていくことが行なわれる。
　なお、図３（Ｂ）、図４（Ｂ）、図５（Ｂ）に示すように、段階的に構築毎にワイヤ１
６０６が連結される屋根構造体１４の箇所は半径方向外側に移動し、ワイヤ１６０６は次
第に長くなる。この場合、ワイヤ１６０６をステージ１６０２側あるいは屋根構造体１４
側で継ぎ足してもよく、あるいは長いものに交換するなど任意である。
【００１８】
［上昇工程］
　中央部分を除いた屋根構造体１４が完成されたならば、図６、図７に示すように、昇降
装置１６により塔体１８に沿って屋根構造体１４を上昇させ、屋根構造体１４の外周を周
壁１２の上端フランジ１２０２よりも上方に上昇させる上昇工程が行なわれる。
　この場合、本実施の形態では、屋根構造体１４の外径と上端フランジ１２０２の内径と
の差が僅かであり、屋根構造体１４が水平面に対して傾斜していると、屋根構造体１４が
上端フランジ１２０２に当たるため、屋根構造体１４を水平にする屋根構造体１４の姿勢
調整作業が行われる。
【００１９】
［屋根構造体の姿勢調整作業］
　この屋根構造体１４の姿勢調整作業は次のように行なわれる。
　図６（Ｂ）、図７（Ｂ）に示すように、屋根構造体構築工程において中央部分を除いた
屋根構造体１４を構築した際に、ステージ１６０２上に位置した作業員から手の届く範囲
に各ワイヤ１６０６毎に、ターンバックル、レバーブロック（登録商標）などのような従
来公知のワイヤの長さ調整機構Ｔを設けておく。
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　そして上昇工程において屋根構造体１４が周壁１２の上端フランジ１２０２を通過する
際に、より詳細には、図６（Ｂ）に示すように、屋根構造体１４が周壁１２の上端フラン
ジ１２０２の下方に近接した状態で、ステージ１６０２上において作業員により、長さ調
整機構Ｔを介して各ワイヤ１６０２の長さが調整され、屋根構造体１４が水平される。
　本実施の形態では、屋根構造体１４の中央の上方のステージ１６０２上に位置する作業
員がこの作業を行なうため、床面Ｆに位置する作業員が屋根構造体１４の姿勢調整作業を
行なう場合に比べ、大型な屋根構造体１４の全体および上端フランジ１２０２の内周全周
を目視しながら長さ調整機構Ｔを介して各ワイヤ１６０２の長さの微調整を行なえるなど
、屋根構造体１４の姿勢調整作業を効率的に行なう上で有利となっている。
　そして、屋根構造体１４を水平にしたならば、図７に示すように、昇降装置１６により
屋根構造体１４を周壁１２の上端フランジ１２０２の内側を通過させ、上端フランジ１２
０２よりも上方に上昇させる。
【００２０】
［接合部材取り付け工程］
　次に、図７（Ｂ）に示すように、屋根構造体１４の外周または周壁１２の上端フランジ
１２０２の少なくとも一方に接合部材１４２０を取り付ける接合部材取り付け工程が行な
われる。
　この接合部材取り付け工程は、周壁１２の上端フランジ１２０２上で作業員により行わ
れ、本実施の形態では、屋根構造体１４の外周に接合部材１４２０を取り付けることがな
される。
【００２１】
［接合工程］
　次に、図８に示すように、屋根構造体１４を昇降装置１６により下降させ、接合部材１
４２０を介して屋根構造体１４の周囲を周壁１２の上端フランジ１２０２に接合する接合
工程が行なわれる。
　この接合工程は、周壁１２の上端フランジ１２０２上で作業員により行われ、屋根構造
体１４の周壁１２への設置がなされる。
【００２２】
［中央部分構築工程］
　接合工程が完了したならば、屋根構造体１４の中央部分から突出する塔体１８の部分を
解体撤去し、屋根構造体１４の中央部分を構築する中央部分構築工程が行なわれる。
　中央部分構築工程における塔体１８の部分の解体撤去では、昇降装置１６を屋根構造体
１４の中央部分の下方に下降させると共に塔体１８と周壁１２を連結するワイヤ２０を外
して屋根構造体１４の中央部分から突出する塔体１８の部分を解体撤去し、塔体１８の高
さを、屋根構造体１４の中央部分よりも低い高さにする。
　この場合、解体された塔体１８は、例えば、周壁１２の外側からクレーンにより撤去さ
れる。
【００２３】
　また、必要に応じ、塔体１８の安定化を図るため、屋根構造体１４の中央部分の下方に
位置する塔体１８の複数箇所と、フロアＦの外周の複数箇所とをワイヤ２１により連結す
る。あるいは、昇降装置１６を屋根構造体１４の中央部分の下方に位置させた場合には、
ステージ１６０２の複数箇所と、フロアＦの外周の複数箇所とをワイヤ２１により連結す
る。
　そして、図８（Ｂ）に示すように、塔体１８の上部を足場として、あるいは、昇降装置
１６を屋根構造体１４の中央部分の下方に位置させた場合にはステージ１６０２を足場と
して、骨組み１４０２の内側に板材１４０４Ａを貼り付け、開口１４１０を閉塞すること
が行なわれる。
　なお、中央部分構築工程では、骨組み１４０２を組み付ける作業と、板材１４０４Ａを
貼り付ける作業の双方を行なってもよいが、本実施の形態では、開口１４１０の内側に板
材１４０４Ａを貼り付ける作業のみが行なわれ、高所作業の軽減化が図られている。
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【００２４】
［塔体撤去工程］
　次に、構築された中央部分の下方に位置する塔体１８の部分を解体撤去する塔体撤去工
程が行なわれる。
　塔体撤去工程では、昇降装置１６は床面Ｆまで下降させ、塔体１８から取り外され、ま
た、ワイヤ２１が取り外され、塔体１８の解体は、何ら足場を要せず、塔体１８の内部か
ら行われる。
　塔体１８から外された昇降装置１６と、解体された塔体１８は、例えば、屋根構造体１
４の周壁１２寄りの箇所に予め撤去用の開口を形成しておき、周壁１２の外側からクレー
ンにより撤去用の開口を介して撤去し、次いで骨組み１４０２の内側に板材１４０４を貼
り付けて撤去用の開口を閉塞してもよい。
　なお、体育館などのように水密性が不要な建築物の場合は、周壁１２に予め撤去用の開
口部を設けておき、この開口部から塔体１８から外された昇降装置１６や解体された塔体
１８を撤去するようにしてもよい。
　塔体１８と昇降装置１６が撤去されることにより、図９（Ａ）、（Ｂ）に示すように、
農業用水用タンク１０が完成する。
【００２５】
　以上説明したように本実施の形態によれば、屋根構造体１４を内周部側から外周部側に
向けて段階的に構築しては昇降装置１６により塔体１８に沿って上昇させ、中央部分を除
いた屋根構造体１４の全体を構築したならば、昇降装置１６により塔体１８に沿って屋根
構造体１４を設置すべき所定の高さに上昇させて、屋根構造体１４の周囲を周壁１２の上
端フランジ１２０２に接合し、塔体１８を解体撤去しつつ屋根構造体１４の中央部分を構
築するようにした。
　したがって、本発明によれば、中央部分を除いた全ての屋根構造体１４部分を床面Ｆ上
で構築できるため、高所作業が、接合部材取り付け工程において屋根構造体１４の外周に
接合部材１４２０を取り付ける作業と、接合工程において、屋根構造体１４の周囲を周壁
１２の上端フランジ１２０２に接合する作業と、中央部分構築工程において骨組み１４０
２の内側に板材１４０４Ａを貼り付ける作業とに限られる。そのため、作業員に負担がか
かる高所作業を大幅に削減する上で有利となる。
　また、中央部分を除いた全ての屋根構造体１４部分を床面Ｆ上で構築できるため、屋根
構造体１４に対応した高さ、大きさの大掛かりな足場が不要となり、コスト削減および工
期短縮を図る上で有利となる。
【００２６】
　また、本実施の形態では、塔体構築工程では、塔体１８が、構築すべき高さの中間の高
さまで構築され、塔体１８は、屋根構造体構築工程が行なわれている間に構築すべき高さ
まで構築されるようにしたので、塔体構築工程と屋根構造体構築工程とを並行して行なう
ことができる。
　したがって、工期の短縮化を図る上で有利となる。
　なお、予め構築すべき高さまで塔体１８を構築したのち、屋根構造体構築工程を行なう
ようにしてもよいが、工期の短縮化を図る上では、実施の形態のようにした方が有利とな
る。
【００２７】
　また、本実施の形態では、昇降装置１６を、ステージ１６０２とジャッキ機構１６０４
とワイヤ１６０６とを含んで構成したので、塔体１８の周辺に場所を取ることなく昇降装
置１６を配設でき、塔体１８の外側、内側に広い空間を確保する上で有利となる。
　したがって、ステージ１６０２上から、また、塔体１８の内部から、各種の作業を効率
良く行なう上で有利となる。
【００２８】
　また、本実施の形態では、屋根構造体１４の外径と上端フランジ１２０２の内径との差
が僅かであるため、上昇工程において、屋根構造体１４の外周が上端フランジ１２０２の
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下方に近づいたならば、屋根構造体１４を水平にする屋根構造体１４の姿勢調整作業が行
われる。
　この場合、本実施の形態では、屋根構造体１４の中央の上方のステージ１６０２から作
業員がこの作業を行なうため、作業員が床面Ｆから姿勢調整作業を行なう場合に比べ、大
型な屋根構造体１４の全体および上端フランジ１２０２の内周全周を目視しながら微調整
を行なえ、屋根構造体１４の姿勢調整作業を効率的に行なう上で有利となる。
【００２９】
　また、本実施の形態では、屋根構造体構築工程における段階的に構築毎の屋根構造体１
４の上昇は、段階的に構築された状態の屋根構造体１４の外周部の周方向に間隔をおいた
複数箇所とステージ１６０２とを連結する複数のワイヤ１６０６を介して行われるので、
屋根構造体１４を安定した状態で確実に上昇する上で有利となる。
【００３０】
　また、本実施の形態では、中央部分構築工程では、骨組み１４０２を組み付ける工程が
なく、開口１４１０の内側に板材１４０４を貼り付けることのみが行なわれるため、高所
作業の簡素化を図り、作業員の負担を軽減する上で有利となる。
【００３１】
　なお、本発明では、ドーム状の屋根構造体１４の平面視形状は円形に限定されず、楕円
、矩形、多角形などであってもよく、平面視形状は限定されない。
　また、本発明は、ドーム状の屋根構造体１４の構築方法に係る発明であり、ドーム状の
屋根構造体１４が設けられる構造物は、農業用水用タンク１０に限定されず、水道水用水
容器、燃料備蓄用容器、体育館、倉庫、あるいは、周壁が複数の柱だけからなる構造物な
ど様々な構造部に適用可能であり、様々な構造物にドーム状の屋根構造体１４を構築する
場合に広く適用される。
【符号の説明】
【００３２】
　１０……農業用水用タンク
　１２……周壁
　１２０２……上端フランジ
　１４……屋根構造体
　１４０２……骨組み
　１４０４、１４０４Ａ……板材
　１４１０……開口
　１４２０……接合部材
　１６……昇降装置
　１６０２……ステージ
　１６０４……ジャッキ
　１６０６……ワイヤ
　１８……塔体
　１８０２……反力ロッド
　１８０４……座屈防止材
　２０、２１……ワイヤ
　Ｆ……床面
　Ｇ……地盤面
　Ｔ……長さ調整機構
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月30日(2017.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、床面の周囲から起立する周壁の上端で囲まれた開口を閉塞するドーム状の屋
根構造体を構築する構築工法であって、前記床面の中央位置から設置すべき屋根構造体の
中央部分より高い高さまで鉛直方向上方に塔体をその内部から解体できるように構築する
塔体構築工程と、前記周壁の内側の床面上で、前記塔体を挿通させる中央部分を除いた前
記屋根構造体を内周部側から外周部側に向けて段階的に構築すると共に前記段階的に構築
毎に構築された前記屋根構造体の部分を、前記塔体を昇降する昇降装置により前記塔体に
沿って上昇させていく屋根構造体構築工程と、前記中央部分を除いた前記屋根構造体を構
築したならば、前記昇降装置により前記塔体に沿って前記屋根構造体を上昇させ、前記屋
根構造体の外周を前記周壁の上端よりも上方に上昇させる上昇工程と、前記周壁の上端に
おいて、前記屋根構造体の外周または前記周壁の上端の少なくとも一方に接合部材を取り
付ける接合部材取り付け工程と、前記屋根構造体を前記昇降装置により下降させ、前記周
壁の上端において、前記接合部材を介して前記屋根構造体の周囲を前記周壁の上端に接合
する接合工程と、前記屋根構造体の前記中央部分から突出する前記塔体の部分を前記塔体
の内部から解体して撤去し、前記中央部分の下方に残した前記塔体部分上で前記中央部分
を構築する中央部分構築工程と、前記中央部分の下方に残した前記塔体部分を前記塔体の
内部から解体して撤去する塔体撤去工程とを含むことを特徴とする。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面の周囲から起立する周壁の上端で囲まれた開口を閉塞するドーム状の屋根構造体を
構築する構築工法であって、
　前記床面の中央位置から設置すべき屋根構造体の中央部分より高い高さまで鉛直方向上
方に塔体をその内部から解体できるように構築する塔体構築工程と、
　前記周壁の内側の床面上で、前記塔体を挿通させる中央部分を除いた前記屋根構造体を
内周部側から外周部側に向けて段階的に構築すると共に前記段階的に構築毎に構築された
前記屋根構造体の部分を、前記塔体を昇降する昇降装置により前記塔体に沿って上昇させ
ていく屋根構造体構築工程と、
　前記中央部分を除いた前記屋根構造体を構築したならば、前記昇降装置により前記塔体
に沿って前記屋根構造体を上昇させ、前記屋根構造体の外周を前記周壁の上端よりも上方
に上昇させる上昇工程と、
　前記周壁の上端において、前記屋根構造体の外周または前記周壁の上端の少なくとも一
方に接合部材を取り付ける接合部材取り付け工程と、
　前記屋根構造体を前記昇降装置により下降させ、前記周壁の上端において、前記接合部
材を介して前記屋根構造体の周囲を前記周壁の上端に接合する接合工程と、
　前記屋根構造体の前記中央部分から突出する前記塔体の部分を前記塔体の内部から解体
して撤去し、前記中央部分の下方に残した前記塔体部分上で前記中央部分を構築する中央
部分構築工程と、
　前記中央部分の下方に残した前記塔体部分を前記塔体の内部から解体して撤去する塔体
撤去工程と、
　を含むことを特徴とするドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項２】
　前記昇降装置は、前記塔体の周囲に沿って作業員が移動できる大きさの環板状のステー
ジと、前記塔体に沿って前記ステージを昇降させるジャッキ機構と、前記段階的に構築に
構築された前記屋根構造体の周方向に間隔をおいた複数箇所と前記ステージとを連結する
複数のワイヤとを含んで構成され、
　屋根構造体構築工程における前記昇降装置による前記塔体の上昇は、前記段階的に構築
毎にその都度構築された前記屋根構造体の最も外側に構築された屋根構造体の部分と前記
ステージとを前記ワイヤで連結させることで行なわれる、
　ことを特徴とする請求項１記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項３】
　前記屋根構造体構築工程において前記中央部分を除いた前記屋根構造体を構築した際に
、前記ステージから手の届く範囲に各前記ワイヤ毎に前記ワイヤの長さ調整機構を設けて
おき、
　前記上昇工程において前記屋根構造体が前記周壁の上端を通過する際に、前記ステージ
上において作業員により、前記長さ調整機構を介して前記各ワイヤの長さが調整され、前
記屋根構造体を水平にする前記屋根構造体の姿勢調整作業が行われる、
　ことを特徴とする請求項２記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項４】
　前記屋根構造体は、骨組みと、前記骨組みに貼り付けられる板材とを含んで構成され、
　前記中央部分は、前記屋根構造体構築工程で組まれた前記骨組みの内側の開口であり、
　前記中央部分構築工程では、前記骨組みの内側の開口に前記板材を貼り付ける作業のみ
が行なわれる、
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
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【請求項５】
　前記塔体は、その内部で作業員が上下に行き来できる大きさで形成され、内部には作業
員が上下に行き来する昇降手段が設けられている、
　ことを特徴とする請求項１～４の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
【請求項６】
　前記周壁の上部で周方向に間隔をおいた複数箇所と、前記塔体の上端とは、ワイヤで連
結される、
　ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項記載のドーム状の屋根構造体の構築工法。
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